
3　2012年（平成 24年）4月 8日日

1965年 8月 11日に「同和対策審議会答申」が出されたことを記念して制定されました。

毎月11日は「人権を確かめあう日」
2004年6月22日に、名張市が男女共同参画都市宣言をしたことにより制定しました。

毎月22日は「男女共同参画について考える日」

4 月から、介護保険料の基準月額が上がります
3年ごとの介護保険事業計画の見直しに伴い、

　

介
護
保
険
制
度
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る

よ
う
に
、
３
年
ご
と
に
介
護
保
険
事
業
計

画
を
見
直
し
て
い
ま
す
。
今
回
、
今
年
４

月
か
ら
平
成
27
年
３
月
ま
で
の
計
画
を
策

定
し
、
こ
の
３
年
間
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
給

付
な
ど
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
費
用
に
基

づ
い
て
、
介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た

（
表
１
）。

　

４
月
以
降
の
介
護
保
険
料
の
基
準
月
額

は
、
４
２
０
２
円
か
ら
５
３
０
０
円
に
上

が
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
計
画
で
65
歳
以

上
の
人
口
と
要
介
護
認
定
者
数
の
増
加
を

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
険
料
は
上
昇

傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
介
護
保
険
事
業
計
画
に
よ

り
、
介
護
予
防
の
さ
ら
な
る
推
進
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
を
使
わ
な
く
て
も
、
元
気
に

生
活
で
き
る
高
齢
者
が
増
え
て
い
く

と
、
介
護
保
険
料
上
昇
の
抑
制
に
も

つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
介
護
予
防
の
ほ
か
、
認
知

症
ケ
ア
の
推
進
や
、
在
宅
医
療
の
推

進
と
医
療
・
介
護
・
福
祉
の
連
携
、

地
域
生
活
支
援
体
制
の
充
実
に
つ
い

て
も
、
計
画
に
よ
り
、
重
点
的
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

所得段階 対　　象　　者 保険料年額（概算月額）

世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受
給者、生活保護受給者

世帯全員が市民税非課税の人（合計所得金
額＋課税年金収入額が80万円以下）

世帯全員が市民税非課税の人（第2段階に
該当しない人）

世帯に市民税課税の人がいて、本人が市民税非課税
の人（合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下）

世帯に市民税課税の人がいて、本人が市民
税非課税の人（第4段階に該当しない人）

市民税本人課税の人（合計所得金額が125
万円未満）

市民税本人課税の人（合計所得金額が125
万円以上190万円未満）

市民税本人課税の人（合計所得金額が190
万円以上400万円未満）

市民税本人課税の人（合計所得金額が400
万円以上600万円未満）

市民税本人課税の人（合計所得金額が600
万円以上）

２８，６２０円 （２，３８５円）

２８，６２０円 （２，３８５円）

４１，３４０円 （３，４４５円）

５９，７８４円 （４，９８２円）

６３，６００円 （５，３００円）

７６，３２０円 （６，３６０円）

８２，６８０円 （６，８９０円）

１０４，９４０円 （８，７４５円）

１１４，４８０円 （９，５４０円）

１２０，８４０円 （１０，０７０円）

第 1段階

第 2段階

第 3段階

第 4段階

第 6段階

第 7段階

第 8段階

第 9段階

第10段階

第 5段階
（基準額）

※在宅介護を支援するための名張市独自の事業費（紙おむつ給付）が、保険料に含まれています。

見
込
ん
で
お
り
（
表
２
）、
こ
れ
に
伴
い
介

護
給
付
費
の
見
込
額
が
増
加
し
て
い
る
た
め

で
す
（
表
３
）。
ま
た
、
介
護
従
事
者
の
処

遇
改
善
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
４
月
か
ら
介
護

報
酬
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
・
施
設

に
支
払
わ
れ
る
報
酬
）
が
引
き
上
げ
ら
れ
た

こ
と
と
、
地
域
区
分
（
介
護
職
員
の
人
件
費

の
地
域
差
を
調
整
す
る
手
当
）
が
見
直
さ
れ

た
こ
と
も
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
の
増
加
に
よ
り
介
護
給
付
費
が

増
え
て
い
る
こ
と
や
、
介
護
従
事
者
の
処

遇
改
善
を
図
り
、
人
材
を
確
保
す
る
必
要

現状

推計

23
24
25
26

18,350人
19,327人
20,208人
21,089人

3,098人
3,314人
3,464人
3,613人

16.9％
17.1％
17.1％
17.1％

年度 第1号被保険者
（65歳以上）人口

要介護認定
者数 認定率

※平成23年度は9月末現在

標準
給付費等

実績値

第1期計画期間
（平成12～14年度）

実績値

第2期計画期間
（平成15～17年度）

実績値

第3期計画期間
（平成18～20年度）

計画値

第4期計画期間
（平成21～23年度）

計画値

第5期計画期間
（平成24～26年度）

33,228円　
（月額2,769円）

41,208円　
（月額3,434円）

51,024円　
（月額4,252円）

50,424円　
（月額4,202円）

63,600円　
（月額5,300円）

69億5,364万円 96億2,646万円 109億6,689万円 139億１，２９８万円 177億６，１４９万円

保険料
基準年額

65歳以上の普通徴収の人に、
納入通知書を4月中旬に送付します　
　　65 歳以上の普通徴収の人に、平成 24 年
度の介護保険料納入通知書を 4月中旬に送
付します。ただし、保険料額は、平成 23年
中の所得が確定していないため、平成 22年
中の所得をもとに仮計算しています。7月中
旬には、平成 23年中の所得をもとに確定し
た介護保険料納入通知書を送付します。

※特別徴収の人には、平成 23年 7月、また
は、平成 24年 2月に通知していますので、
今回は通知書を送付しません。

■ 介護保険料の納付方法
○特別徴収〔年金からの天引きによる納付〕　
　老齢・退職・障害・遺族年金を年額 18万円
以上（月額 1万 5,000 円以上）受給してい
る人が対象です。

※平成 23年 4月 1日以降に 65歳になった人
や名張市に転入した人で、特別徴収の対象
となる人でも、一定期間は普通徴収になり
ます。切り替え時に「特別徴収開始通知書」
でお知らせします。

○普通徴収〔納付書または口座振替での納付〕
　老齢・退職・障害・遺族年金の年額が 18
万円未満の人が対象です。

介
護
保
険
料
基
準
月
額
が

４
２
０
２
円
か
ら
５
３
０
０
円
に

介
護
予
防
で
保
険
料
の
上
昇
を

抑
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す

■ 保険料はきちんと納めましょう
○納期限までに納めないと、督促手数料・延
滞金が加算されます。

○滞納が続くと、介護サービスを受けるときに、
いったん費用を全額自己負担していただき、
後日申請により払い戻しを受ける償還払い
になります。償還払いの差し止めや、本来1
割の自己負担が3割になる場合もあります。

■ 保険料の減免
　災害（震災、風水害、火災）などの事情で
保険料の納付が困難な人は、保険料の徴収猶
予や減免の措置を受けられる場合があります
ので、高齢・障害支援室へご相談ください。

 高齢・障害支援室　  63‐7599

介護保険料の納付のお知らせ

表3／介護事業費の見込みと介護保険料　表2／市の高齢者人口と要介護認定者数

表 1／平成 24年度～ 26年度　第 1号被保険者（65歳以上の人）の保険料


